
仙台法務局 ０２２－２２５－５７６７

塩竈支局 ０２２－３６３－００６５

大河原支局 ０２２４－５２－６０５３

古川支局 ０２２９－２２－０５０９

石巻支局 ０２２５－２２－６１８８

登米支局 ０２２０－５２－２０７０

気仙沼支局 ０２２６－２２－６６９２

名取出張所 ０２２－３８２－３６９４

予約申込み連絡先

一覧図の写しの交付申出は資格者代理人に依頼して行うことができます

法定相続情報証明の
手続案内は

宮城県司法書士会

（受付時間：平日午前９時から
午後５時まで）

仙台弁護士会
宮城県

土地家屋調査士会

（受付時間：平日午前１０時から
午後４時まで）

東北税理士会
宮城県内税理士会員

社会保険労務士
日本弁理士会東北会 宮城県行政書士会

日本海事代理士会
東北支部

touhoku@jmpcaa.
sakura.ne.jp

（受付時間：平日午前９時から
午後５時まで）

★手続案内窓口の利用時間：平日

午前９時～午前１１時３０分

午後１時～午後４時（各支局で若干異なります。

詳しくはお問合せください。）

★予約受付時間：平日

午前９時００分～午後５時００分

★法定相続情報一覧図の写しの交付に
必要な手続の流れ
① 必要書類の収集
② 法定相続情報一覧図の作成
③ 申出書の記入
※①、②、③の手続に関する一般的な
案内を予約制で承ります。



①必要書類の詳しい内容、②法定相続

情報一覧図の記入様式、③申出書の様

式については、法務局ホームページに

掲載しています。

ご利用は２０分以内 見本をお渡しします

１回のご利用は、２０分以内です。

次の利用者の案内のため、２０分を過ぎると，

そこで終了します。

予約時間に１０分以上遅れた場合は、キャン

セルされたものとして取り扱います。

法務局ホームページに掲載している情報を利用

して手続案内を行います。

書類の一般的な記載事項について説明します。

法定相続情報一覧図の作成や、戸籍謄本等の収

集手続の具体的な教示は行いません。

２

ご自身で作成してください

手続案内は、職員が申出前の書類に不備がな

いか審査するものではありません。

申出後の審査の結果、訂正や書類の追加が必

要になることがあります。

職員が書類に手を加えることや、具体的な事

案に沿ったアドバイスはできません。

３ ４

手続案内
ご利用のみなさまへ

申請資格のない方お断り

申請人本人（親族）のご利用に限らせていた

だきます。

必要に応じて本人確認を行います。

法令上代理申請を行う資格のない方はご利用

できません。

資格者の方は書面により照会してください。


